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１． 研究目的

1-1．専門的心理支援施設への来談

心理的な悩みから専門的心理支援施設に興味を

持っていたとしても，実際に来談するとは限らな

いであろう．その背景として，日本国内では心理

的問題に対処するために臨床心理士・公認心理師

(以下，心理専門職)などに援助を求めることが一般

には浸透していないことや何らかの抵抗感がある

人が多い可能性が考えられる．

心理専門職を援助者，来談者を被援助者として

とらえた日本の専門的心理支援施設に関する研究

としては，青年期の生徒・学生が被援助者である

教育臨床における研究が多い．日本学生支援機構

の調査において「悩みを抱えながら相談に来ない

学生への対応」を学生相談に関する今後の課題と

して挙げた大学の割合は，平成 29 年度調査で

84.9%，平成 27 年度調査で 86.6%であった．この

ことから木村(2018)は，学生支援体制の充実・整備

を進めても，また専門的な心理的援助が学生に役

立つことが明らかであっても，その援助が届かな

いのであれば意味がないとし，援助を必要とする

学生の心理や行動を理解することが必要であると

指摘している．

1-2．被援助志向性とその関連概念

水野・石隈(1999)は，被援助志向性（help−seeking
preference)を「個人が， 情緒的， 行動的問題およ

び現実生活における中心的な問題で，カウンセリ

ングやメンタルヘルスサービスの専門家，教師な

どの職業的な援助者および友人・家族などのイン

フォーマルな援助者に援助を求めるかどうかにつ

いての認知的枠組み」というように定義づけてい

る．また，個人が職業的およびインフォーマルな

援助者に援助を求める行動を被援助行動

(help−seeking  behavior) であるとし，被援助志向

性と被援助行動の上位概念として援助要請

(help-seeking）が存在していると述べている(水
野・石隈，1999)． 
1-3．心理専門職への被援助志向性

宮仕(2010)の職業人を対象とした研究において，

心理専門職に援助を求めることというのは，心理

的問題を抱えるものとして自分に否定的なラベル

づけをし，自力で解決できないという劣等感を感

じさせるため，自尊心を低下させる脅威として認

知されると指摘されている．このことが結果的に，

心理的サポートを受けるということに強い抵抗感

を生じ得ると示唆している(宮仕，2010)．また，医

師または医師の指導による心理療法以外で心理の

専門家に援助を求める場合，通常は国民健康保険

が適応されない．厚生労働省(2021)によれば，カウ

ンセリングの料金は 1 回(60 分)あたり 10000 円前

後であり，また一回限りではなく継続する必要が

あり，経済的な負担が大きい為，患者の経済的状

況というのもカウンセリングを適用する際の考慮

に入るとしている．このように経済的な負担感か

ら心理の専門家への援助を求めることをためらう

ような可能性も考えられる．

1-4．青年期における心理専門職に対しての被援助

志向性

一方で，経済的な負担感がない我が国の学生相

談においての援助要請もそれほど高いとは言い難

い．栗田(2020)は AUCCCD の 2019 年の調査結果

によれば，アメリカの学生来談率平均は 11.8%で

あると述べている．学生相談学会の鈴木ら(2019)
による調査によれば，日本の 2018 年度の学生の来

談率は大学で 4.5％であった．文化の差がある可能

性も考えられるが，他国と比べても我が国の学生
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相談への来談率は低いと推察される． 
木村・梅垣・水野(2014)によれば，心的な悩みを

抱えた際に援助を求めようと考える学生の中で，

学生相談機関に対して援助要請の意図があったと

しても実際に行動を起こさないと回答した学生が

自殺念慮の問題を抱えている学生の内４割以上，

抑うつの問題を抱えている学生の内で 5 割以上で

あると指摘している．さらに，木村・梅垣・水野

(2014)は，抑うつ及び自殺念慮の問題を抱える学生

のうち学生相談機関に相談・援助を求めようと実

際に行動すると回答したのは，抑うつの問題を抱

える学生で 7．1％，自殺念慮の問題を抱える学生

で 12．1％であることを明らかにしており，これ

らの結果は他者に援助を求める意図があったとし

ても，行動に移すのには大きな障壁や葛藤がある

ことを示すものであると指摘している． 
また，木村（2018）は大学生の被援助志向性と

心理的変数との関連の研究の中で，「対人関係に関

する悩み，恋愛・異性に関する悩み」という「対

人・社会面」と「性格・外見に関する悩み，学力・

能力に関する悩み」という「心理・健康面」の問

題において学生相談の認知度が高いと被援助志向

性も高いという結果を指摘している．その為，木

村(2018)は援助を求める際にはその援助を求める

対象についての認知度が被援助志向性に影響を与

えるということを示唆している． 
1-5．本研究の目的と意義 
以上のように，青年期における心理専門施設へ

の援助要請に与える抑制要因となり得る影響とい

うのは多く示されているといえる．しかし，これ

らの研究は被援助者である来談者の視点のみから

来談抑制要因を量的な研究方法を用いて検討した

研究である．さらに，木村(2018)が挙げるような来

談抑制要因との葛藤を抱えながらも学生相談への

来談に至ったと考えられる来談者がその後どのよ

うな援助要請や被援助行動をなすのかということ

に関して研究する必要があると考える．筆者が調

べた中では，援助者の視点からの来談抑制要因の

検討や来談した生徒・学生がその後継続して専門

的な心理的援助を利用しているかといったことつ

いての質的な研究はなされていなかった．  
そこで，本研究の目的としては経済的な負担感

が少ない教育臨床における初期中断に注目し，援

助者である心理専門職の視点からの来談抑制要因

とその対応(研究Ⅰ)と被援助者である来談者の視点

からの来談抑制要因と期待される対応(研究Ⅱ)の

双方から質的に明らかにする(目的➀)．並びに，双

方の視点を比較検討することで援助者と被援助者

の間にどのような認識の一致または違いがあるの

かということを明らかにする (目的➁)． 
本研究の意義として，専門的心理支援施設への

来談を初期に中断することに繋がる抑制要因につ

いて，心理専門職の視点と来談者の視点の双方か

ら検討することで，心理的サポートが必要な来談

者の初期中断を防ぎ，専門的心理支援施設に繋が

りやすくするための基礎的な情報が得られること

が期待される． 
方法 
研究Ⅰ：援助者の視点からの検討 
調査対象：臨床経験 10 年以上の臨床心理士もしく

は公認心理師で教育臨床の経験がある心理専門職

3 名から 5 名． 
調査期間：2022 年上半期． 
調査方法：縁故法により，教育臨床での経験があ

り，10 年以上の臨床経験を有する臨床心理士や公

認心理師の方に調査依頼を行い，同意をいただけ

た方に半構造化面接を用いたインタビュー調査(1
人 60 分程度 1 回限り)を実施する．対面かオンラ

インかはインタビュー実施時の新型コロナウイル

スの影響や調査対象者の都合によって検討する．

インタビューは「インタビュー・ガイド」及び，

メールまたは郵送にて事前に調査対象者の方にお

送りする「インタビュー項目」に沿って実施する． 
調査内容：教育臨床において初期中断に繋がる来

談抑制要因とその対応について． 
分析方法：KJ 法に準じた内容分析． 
研究Ⅱ：被援助者の視点からの検討 
調査対象：現在は深刻な心理的な悩みを抱えてい

ない青年期に専門的心理支援施設での初期中断経

験がある来談者 3 名程度． 
調査期間：2022 年夏から秋ごろ．  
調査方法：縁故法により，現在は深刻な心理的な

悩みを抱えておらず青年期に専門的心理支援施設

での初期中断経験がある方に調査依頼を行い，同

意をいただけた方に半構造化面接を用いたインタ

ビュー調査(1 人 60 分程度 3～4 回)を実施する．  
調査内容：青年期において初期中断に繋がる来談

抑制要因と抑制要因に対しての期待される対応に

ついて． 
分析方法：複線径路・等至性アプローチ

（TrajectoryEquifinality Approach：TEA)による質的

分析(安田・サトウ，2012)により分析を行う． 
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２． 研究実施内容 
日本心理臨床学会第 40 回大会に参加し，専門的

心理支援施設来や分析方法に関しての知見を得

ることができた．6 月～2 月にかけて，専門的心

理支援施設来談に関する文献の収集および検討

を行い，これまで研究されてきた専門的心理支

援施設来談への抑制要因に関する様々な情報を

得ることができた．また，質的研究法及び複線径

路・等至性モデルに関する文献を収集し検討お

よび実際の分析のトレーニングを行うことで，

分析方法についての理解を深めることができた．

2 月には大妻女子大学生命科学研究倫理委員会に

研究Ⅰの研究計画を提出し，承認を得た．3 月には，

専攻内で行われる修士論文構想発表会にて，発表

を行い様々な指摘を得て，より詳細な研究計画へ

と修正を行った． 
 

３． まとめと今後の課題 
今年度は，専門的心理支援施設や，分析方法に

ついて理解を深めた．そして，専門的心理支援施

設来談への抑制要因についての検討のために必要

な研究計画を完成させ，大妻女子大学生命科学研

究倫理委員会に研究Ⅰの研究計画を提出し，承認を

得ることができた．今後の課題としては，研究Ⅰの
調査を実施すると共に，6 月に大妻女子大学生命

科学研究倫理委員会に，研究Ⅱの研究計画を提出し，

承認が得られ次第，調査を実施する．11 月～1 月

に分析と結果・考察をまとめ，修士論文として提

出する． 
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